
UU11402 ゼミナールⅣ UU32402 行政倫理と自治体法務 UU33402 企業倫理と企業法務

UU11401 ゼミナールⅢ UU32401 立法学 UU33401 民事手続法Ⅲ

UU11302 ゼミナールⅡ UU22301 民法Ⅳ UU23303 刑事手続法Ⅱ UU24302 民事手続法Ⅱ UU31303 民法Ⅴ UU32306 刑事政策 UU33307 経済法

UU11301 ゼミナールⅠ UU23302 刑事手続法Ⅰ UU24301 民事手続法Ⅰ UU31302 科学技術と法 UU32305 環境法 UU33306 国際取引法

UU23301 行政法Ⅲ UU31301 ジェンダーと法 UU32304 地方自治法 UU33305 知的財産法

UU32303 国際関係法Ⅰ UU33304 消費者法

UU32302 社会保障法 UU33303 国際関係法Ⅱ

UU32301 行政法Ⅳ UU33302 労働法Ⅱ

UU33301 労働法Ⅰ

UU11202 法学研究法Ⅱ UU21202 憲法Ⅱ UU22207 比較法 UU23202 行政法Ⅱ UU24203 商法Ⅲ UU31204 法と心理

UU11201 法学研究法Ⅰ UU21201 刑法Ⅰ UU22206 法制史 UU23201 行政法Ⅰ UU24202 商法Ⅱ UU31203 法と政策

UU22205 法社会学 UU24201 商法Ⅰ UU31202 法と経済

UU22204 法哲学 UU31201 法と政治

UU22203 刑法Ⅱ

UU22202 民法Ⅲ

UU22201 民法Ⅱ

UU21105 民法Ⅰ

UU21104 憲法Ⅰ

UU21103 法律基礎Ⅱ

UU21102 法律基礎Ⅰ

UU21101 法学入門

（※） 卒業要件単位数 ： 124単位（共通教育科目 ： 28単位以上、学科科目 ： 62単位以上、残り34単位は自由選択）

アドミッション

ポリシー

(1)法律と法律の諸活動に対する興味や関心と学部教育に対する学習意欲を有している。

(2)高等学校で履修した主要科目について、教科書レベルの基本的な知識を有している。

(3)物事を正しく認識し、自分の考えを適切に表現し、他者に対して的確に伝えられる。

【ファウンデーション科目群】

　　■　初年次科目

　　■　外国言語科目

　　■　体育科目

【リベラルアーツ・サイエンス科目群】

　　■　リベラルアーツ・サイエンス系科目

　　■　人文学系科目

　　■　社会科学系科目

　　■　自然科学系科目

【主体的学び科目群】

　　■　キャリア形成系科目

　　■　キャリア展開型科目

※ 共通教育科目の科目・ナンバリング等は

　 共通教育科目カリキュラムマップ参照のこと

企業法務コース コース共通 政策法務コース

カリキュラム

ポリシー

日本語と外国語によるコミュニケーション能力、数的処

理能力や情報リテラシー及び人と社会や自然との関わり

の理解、職能開発力を高めるための科目群を設ける。

1年次

または

1年次以上

12単位 14単位

法律に関連する諸活動の向上に資するための研究意

識や研究手法と問題発見方法や課題解決手法の習得

及び批判力、論理性、表現力を高めるための科目群

を設ける。

法規の構造や国家制度と基本的人権の思想の理解、

司法機関などの役割や機能の理解、法律条文や規則

の読解能力の習得といった基本事項及び基本的な思

考方法といった法的素養の習得のための科目群を設

ける。

公法学、民事法学、刑事法学、社会法学及び基礎法学などの各法学分野に関する理論とその適用に関する基礎的な知識を得るための科目群を設ける。 各法学部分野に関する発展的知識を得るとともに、法律に関する多分野にわたる複合的・総合的な事象や問題の理解及び法律に関する最新事例の考察による

法解釈における特性の理解を深めるための科目群を設ける。

卒業要件（※） 28単位以上

62単位以上

必修科目（「民法Ⅱ」、「民法Ⅲ」、「民法Ⅳ」、「刑法Ⅱ」）8単位+必修科目以外から18単位以上

4年次

3年次

または

3年次以上

2年次

または

2年次以上

専門研究科目 専門基礎科目

科目区分

（大分類）
共通教育科目

科目区分

（中分類）
政策法務コース 企業法務コース

専門基幹科目 専門展開科目

コース共通

追手門学院大学　法学部カリキュラムマップ

人材養成目的

ディプロマ

ポリシー

職業生活や社会生活で必要となる汎用的技能や現代社会

に関する幅広い知識と主体的な職能開発や自主的な学習

態度を習得している。

法律や法務に関する課題を発見し、科学的な根拠に

基づく課題の解決策を主体的に探究するための基礎

的な研究能力を習得している。

法知識を習得するうえでの基礎となる基本事項や思考方法などの法的素養並びに特定の法学分野に関する専門的な知識を習得している。 法律が関わる新たな対象領域や関連分野における基礎的知識と現代社会が直面する法的な問題の多様性に関する見識を習得している。

幅広く深い教養及び主体的な判断力と豊な人間性を身に付け、法に関する専門知識及び法知識の基礎となる基本事項並びに思考方法といった法的素養を有して、それらを社会の様々な場面に適用できる応用力をもって、社会の様々な分野で日常的に生じる法的な業務や諸問題を的確に処理することのできる職業人を養成する。


